
回 覧    
令和４年１０月７日 

 

 

 

眼科外来の実施について 

 

 

下記のとおり専門医による眼科外来を行いますので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

 
１０月１３日（木） 8:30～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 問 合 せ 先    小値賀町国民健康保険診療所（電話５６－４１１１） 

 

👀 


